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・ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、こ

れらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。

また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権

を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。  

企業内容等の開示について 

・ 外国証券は、国内の金融商品取引所に上場されている場合、又は募

集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく

企業内容等の開示が行われておりません。  
 

上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要 

当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。 

・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場等の売買立会による市場への委託注文の媒介、

取次ぎ又は代理 

・当社が自己で直接の相手方となる売買 

・上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理 

・上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い 

・上場有価証券等の売出し 

商 号 等  東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 

東海財務局長（金商）第１４０号 

本 店 所 在 地  〒４５０-６２１２ 名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 

加 入 協 会  日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 

一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、 

一般社団法人日本STO協会 

指定紛争解決機関  特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

資 本 金  ６０億円 

主 な 事 業  金融商品取引業 

設 立 年 月  ２００８年１０月８日 

連 絡 先  お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター 

（０１２０-７４６-１０４）にご連絡ください。 

レバレッジ型・インバース型ＥＴＦ及びＥＴＮのお取引にあたっての留意点

　上場有価証券等のうち、レバレッジ型・インバース型のＥＴＦ及びＥＴＮ（※５）のお取引にあたっ

ては、以下の点にご留意ください。

・レバレッジ型・インバース型のＥＴＦ及びＥＴＮの価額の上昇率・下落率は、２営業日以上の期間

の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長

期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。

・上記の理由から、レバレッジ型・インバース型のＥＴＦ及びＥＴＮは、中長期間的な投資の目的に

適合しない場合があります。

・レバレッジ型・インバース型のＥＴＦ及びＥＴＮは、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリス

クが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又は

窓口にてお尋ねください。

（２０２６年４月１日現在）当社の概要
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※１ 「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、

カバードワラント等、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティ
ブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。 

※２ 当社との合意に基づく売買手数料の額は、個別取引契約に基づき決定されますので、本書面上その
金額等をあらかじめ記載することはできません。 

※３ 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、
本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。 

※４ 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、
その最終的な裏付け資産を含みます。 

※５ 「上場有価証券等」には、特定の指標（以下、「原指数」といいます。）の日々の上昇率・下落率
に連動し１日に一度価額が算出される上場投資信託（以下「ＥＴＦ」といいます。）及び指数連動
証券（以下、「ＥＴＮ」といいます。）が含まれ、ＥＴＦ及びＥＴＮの中には、原指数の日々の上
昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、
倍率が＋（プラス）１を超えるものを「レバレッジ型」といい、－（マイナス）のもの（マイナス
１倍以内のものを含みます）を「インバース型」といいます。

※６ 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するもの
を含みます。 

その他留意事項 
外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語
により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ
（https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html）でご確認いただけます。
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 別 紙  

 

手 数 料 等 に つ い て 

 

Ⅰ 国内の金融商品取引所に上場されている有価証券等 

国内の取引所金融商品市場における上場有価証券等の売買等についてお支払いい

ただく委託手数料等は、次のとおりです。 

※以下の有価証券等の種類に応じた手数料等が、当該有価証券等の売買等に係る委託

手数料等の上限になります。 

（１）国内の金融商品取引所に上場されている株券等（新株予約権証券、投資信託及

び投資証券等を含みます。） 

委託手数料の上限は、約定代金の１.５８１２５０%（税抜１.４３７５０%）にな

ります。 

（当該金額が３,５２０円（消費税込み）に満たない場合には、３,５２０円に

なります。） 

（２）国内の金融商品取引所に上場されている新株予約権付社債券及び交換社債券等

委託手数料の上限は、約定代金の１.１０００%（税抜１.０００%）になります。 

（当該金額が２,７５０円（消費税込み）に満たない場合には、２,７５０円に

なります。） 

（３）国内の金融商品取引所に上場されている国債証券等の債券 

①国債証券 

委託手数料の上限は、額面１００円につき４４．０銭（消費税込み）になります。 

②政府保証債証券、地方債証券、外国国債証券、外国地方債証券等 

委託手数料の上限は、額面１００円につき６６．０銭（消費税込み）になります。 

③その他債券 

委託手数料の上限は、額面１００円につき８８．０銭（消費税込み）になります。  

※この「手数料等について」にて、ご説明いたしました委託手数料等のほか、委託

手数料率等の優遇措置がございます。当該優遇措置は、手数料累計額、預り資産

の額が一定以上となる場合等に適用されます。詳細につきましては、お取引のあ

る本支店等にお問合わせください。  

※この「手数料等について」にて、ご説明いたしました手数料等の計算結果におい

て、当社の受取る金額に円単位未満の端数が生じた場合には切捨てるものといた

します。 

※この「手数料等について」にて、ご説明いたしました手数料等にかかる消費税に

円単位未満の端数が生じた場合には切捨てるものといたします。  
 

Ⅱ 外国金融商品市場等に上場されている株券等 

外国株券等（外国の預託証券又は証書、新株予約権証券、投資信託及び投資証券等

を含みます。）の取引には、国内の取引所金融商品市場における外国株券等の売買等

のほか、外国金融商品市場等における委託取引と国内店頭取引の２通りの方法があり

ます。 



 

5 
 

（１）外国金融商品市場等における委託取引（お客様の売買等の注文を、外国金融商

品市場等に取次ぎするものです。） 

①国内取次ぎ手数料 

・国内取次ぎ手数料が約定代金に対して掛ります。（約定代金とは、海外精算代

金を邦貨に換算した代金をいい、海外精算代金とは、「約定単価×約定数量」

に外国金融商品市場等における委託手数料及び公租公課その他の諸費用を加

減したものをいいます。） 

・国内取次ぎ手数料の上限は、約定代金の２.００２%（税抜１.８２０%）にな

ります。 

②外国金融商品市場等における委託手数料等 

・外国株券等の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における委託手数

料及び公租公課その他の諸費用が発生します。 

・上記の外国金融商品市場等における委託手数料及び公租公課その他の諸費用

は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上

その金額等をあらかじめ記載することはできません。 

（２）国内店頭取引（外国株券等のうち、当社が相手方となって日本国内でお客様と

の売買等に応じる取引です。） 

・お客様に提示する売り・買い参考価格は、直近の外国金融商品市場等におけ

る取引価格等を基準に合理的かつ適正な方法で算出した社内価格を仲値とし

て、仲値と売り・買い参考価格との差がそれぞれ１.８０% 程度、３.００% 程度

（手数料相当額）となるように設定しますが、その時々の市場状況や公租公課

等によりこの範囲から乖離することがあります。 

・上記の参考価格には手数料相当額が含まれているため、別途手数料は頂戴い

たしません。 

 

※外国株券等の売買等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為

替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものといたします。  

※この「手数料等について」にて、ご説明いたしました手数料等の計算結果におい

て、当社の受取る金額に円単位未満の端数が生じた場合には切捨てるものといた

します。  

※この「手数料等について」にて、ご説明いたしました手数料等にかかる消費税に

円単位未満の端数が生じた場合には切捨てるものといたします。  

 

Ⅲ その他諸費用等 

投資信託、投資証券等においては、信託報酬をご負担いただく場合がございますが、

この報酬はファンドごとに異なるため本書面上その額をあらかじめ記載することは

できません。 

また、ファンドの運用に係る有価証券等の売買手数料、その他のファンドの運営、

管理に関する費用等をご負担いただく場合がございますが、これらの費用等は、事前

に計算が出来ないため、その総額、計算方法を記載しておりません。 

以上 

（26.06）220.001 


